
［適時開示体制の概要図］ 

 

［決定事実・決算等］ 

 

                      …… 取締役会規則・細則による基準 

                                      ・金額基準含む 

・関連会社の重要な経営判断のほか、当社グループの経営に重要な 

影響を与える事項を含む 

                                 …… 適時開示の必要性の判断 

 

 

               …… 開示原稿の作成    

                                                    

                                      …… チェック   

 

 

…… チェック 

 

                          …… 決裁 ⇒ 開示（総務部（決算は企業戦略部）） 

 

 

［発生事実］ 

   

 

 

 

 

                                           

                            

 

                                        

                          …… チェック 

                 

     …… チェック                     

 

…… 決裁 ⇒ 開示（ガバナンス統括部） 
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